
市街化調整区域における老朽空家等除却後の土地に係る建築制限の緩和について（報告）

資料５

市街化調整区域では、建物を除却し更地にすると、その後の売買や建築の条件が限定されます。「建物が存在する敷地」でなければ、その土地を購入した第三
者が、住宅の新築や改築等を行うことができないため、建築物が除却されず、老朽化した空家が放置されている状況が見受けられます。

そこで市では、空家等を除却後の土地であっても、その土地を購入した人が住宅を建築できるよう制限を緩和することで、老朽化した空家等の除却及び土地の利
活用を促進し、快適な住環境の保全を図ります。

１． 目 的

〇昭和５６年５月３１日以前に建築された空家等で概ね１年以上居住の用に供されていないこと。

〇空家等と、空家等に附属する工作物（門、塀、立木等）すべての除却であること。

〇除却前に事前相談を行い、「開発相談に関する取扱方針書」の交付を受けていること。

〇市街化調整区域内の土地であること。

〇市税を滞納していないこと。

２．主な要件

〇令和３年５月１日から令和９年１月１日までの間に老朽空家等を除却した土地

３．対 象

都市計画法第４３条第１項の規定による許可の申請等に、

都市整備課が交付する「市街化調整区域における老朽空家

等除却証明書」を添付することで、「建物が存在する敷地」と

して取り扱う。

４．制限緩和の内容

老朽空家等を除却した日から最大３年間

５．緩和の期間

施行期間：令和３年５月１日から令和１１年１２月３１日まで
1



建築制限緩和期間と土地の固定資産税減免期間との関係

R4.1月1日 R5.3月31日 R7.3月31日

除却

R3.10月1日 R4.3月31日

①事前相談票を提出

R6.3月31日

令和４年度 令和５年度 令和６年度

例：令和３年１０月１日に除却した場合

減免申請
(資産税課)

減免期間（３年間）

減免申請
(資産税課)

減免申請
(資産税課)
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事前協議

（都市整備課）

②開発相談に関する

取扱方針書を交付
①除却証明書

交付申請

②除却証明書交付

建築制限緩和期間 ３年間（除却証明書有効期間）

①除却確認書

交付申請

固定資産税減免のための手続き

②除却確認書

交付

R6.9月30日

（都市整備課）

（都市整備課）


